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平成 20年 6月 11日

都道府県労働局労働基準部

労災補償課長 殿

労働基準局労災補償部

労災管理課長補佐 (企画担当)

石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律

の成立について

衆議院環境委員長提出の r石綿による健康被害の救済に関する法律の-部を改正す

る法律案｣(第 169回国会衆法第 22号)が本日､参議院本会読において可決され､

成立しました｡近 日中に公布される予定ですので､取り急ぎ本改正法の内容に係る資

料を送付します (施行期 日は､公布の日から6月以内で政令で定める日)a

なお､本改正法の施行に当たっての留意事項等については､別途連絡する予定であ

ることを申し添えます｡

<連絡先>

厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課法規係

山口､幹野､寺村
TEL 03-5253-1111 (内線5439)



石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

新
旧
対
照
表

○
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

(平
成
十
八
年
添
律
第
四
号
)

(珍
)

正

秦

目
次第

一
章
～
第
四
牽

(略
)

第
五
章

雑
則

(習

第
八
十
六
条
)

第
六
章

(略
)

附
則(定

義
等
)

第
二
条

(略
)

2

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢死
亡
労
働
者
等
｣
と
は
､
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等

に
関
す
る
法
律

(昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
｡
以
下

｢徴
収
法
｣
と
い
う
｡

)
第
三
条
に
規
定
す
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険

(以
下

｢労
災
保
険
｣
と
い
う
｡
)

に
係
る
労
働
保
険
の
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
る
事
業

(以
下

｢労
災
保
険
の
保
険

関
係
が
成
立
し
て
い
る
事
業
｣
と
い
う
｡
)
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
又
は
労
働
者
災

害
補
償
保
険
法

(昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
｡
以
下

｢労
災
保
険
法
｣
と
い
う

｡
)
第
三
十
四
条
第

l
墳
第

一
号
､
第
三
十
五
条
第

一
項
第
三
号
若
し
く
は
第
三
十

六
条
第

一
項
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
労
災
保
険
の
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
る
事
業

に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
と
み
な
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
､
石
綿
に
さ
ら
さ
れ
る
業
務
に

従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病
に
か
か
り

(傍
線
部
分
は
改
正
部
分
)

目
次第

1
草
～
第
四
章

(略
)

第
五
章

雑
則

(矧
羽

斜
-1
第
八
十
六
条
)

第
六
章

(略
)

附
則(定

義
等
)

第
二
粂

(略
)

2

こ
の
法
律
に
お
い
て

｢死
亡
労
働
者
等
｣
と
は
､
労
働
保
険
の

保

険

料

の

徴

収

等

に
関
す
る
法
律

(昭
和
四
十
四
年
汝
律
第
八
十
四
号
｡
以
下
r
徴

収

法

｣

と

い

う

.

)
第
三
条
に
規
定
す
る
労
働
者
災
害
稀
償
保
険

(以
下

｢労
災

保

険

｣

と

い

う

｡

)

に
係
る
労
働
保
険
の
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
る
事
業
(
以

下

｢
労

災

保

険

の

保

険

関
係
が
成
立
し
て
い
る
事
業
｣
と
い
う
｡
)
に
使
用
さ
れ

る

労

働

者

又

は

労

働

者

災

奮
補
償
保
険
法

(昭
和
二
十
二
年
法
律

第

五

十

号

｡

以

下

｢
労

災

保

険

法

｣

と

い

う

｡
)
第
三
十
四
条
第

l
項
第

一号
'

第

三

十

五

条

第

一
項

第

三

号

若

し

く

は

第

三

十

六
条
第

一
項
第

言
号
の
規
定
に

よ

り

労

災

保

険

の

保

険

関

係

が

成

立

し

て

い

る

事

業

に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
と

み

な

さ

れ

る

者

で

あ

っ

て

､

石

綿

に

さ

ら

さ

れ

る

業

務

に

従
事
す
る
こ
と
に
よ
り

指

定

疾

病

そ

の

他

厚

生
労
働

省

令

で

定

め

る

疾

病

に

か

か

り



､
こ
れ
に
よ
り
死
亡
し
た
も
の

(昭
和
二
十
二
年
九
月

一
日
以
降
に
当
該
指
定
疾
病

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病
に
か
か
り
､
こ
れ
に
よ
り
'
こ
の
法
律
の
施

行
の
日

(以
下

｢施
行
日
｣
と
い
う
｡
)
の
前
日
ま
で
に
死
亡
し
た
者
に
限
る
｡
)

を
い
う
0

3

(略
)

(医
療
費
の
支
給
及
び
認
定
等
)

第
四
条

(賂
)

2

前
項
の
認
定

(以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
及
び
第
二
十
条
第

一
項
第
二
号

に
お
い
て

｢認
定
｣
と
い
う
｡
)
は
'
医
療
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
申

請
に
基
づ
き
'
機
構
が
行
う
｡

3

(略
)

4

認
定
は
､
葛

謝

P.J2定
の
.申
請
の
あ
っ
た
日
の
三
年
前
の
目
前
で
あ
る
場
合
に
は
､
当
tkva申
請
の
あ
っ

萄

d
憩
習
q
J
q
川
引
1
｢
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力

を
生
ず
る
｡

第
五
条

(略
)

2

(略
)

3

機
構
が
第

t
項
の
決
定
を
行
っ
た
と
き
は
､
当
該
決
定
に
係
る
死
亡
し
た
者
に
つ

き
､
劃
判
別
か
ら
死
亡
し
た
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
被
認
定
者
で
あ
っ
た
も
の
と
し

て
救
済
給
付
を
支
給
す
る
｡

(認
定
の
有
効
期
間
)

第
六
条

認
定
は
､
基
準
日
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
指
定
戻

､
こ
れ
に
よ
り
死
亡
し
た
も
の

(昭
和
二
十
二
年
九
月

一
目
以
降
に
当
該
指
定
疾
病

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
疾
病
に
か
か
り
､
こ
れ
に
よ
り
､
こ
の
法
律
の
施

行
の
日

(以
下

｢施
行
日
｣
と
い
う
｡
)
の
前
日
叫
司
弔
詞
叫
剛
ま
で
に
死
亡
し
た

者
に
限
る
｡
)
を
い
う
｡

3

(略
)

(医
療
費
の
支
給
及
び
認
定
等
)

第
四
条

(略
)

2

前
項
の
静
定

(以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
に
お
い
て

｢認
定
｣
と
い
う
｡

)
は
､
医
療
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
に
基
づ
き
'
機
構
が
行
う
0

3

(略
)

4

認
定
は
'
司

判
別
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
｡

第
五
条

(略
)

2

(略
)

3

機
構
が
第

一
項
の
決
定
を
行
っ
た
と
き
は
､
当
該
決
定
に
係
る
死
亡
し
た
者
に
つ

き
､
醐
固
叫
利
謝
到
u
判
別
か
ら
死
亡
し
た
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
被
認
定
者
で

っ
た
も
の
と
し
て
救
済
給
付
を
支
給
す
る
｡

(認
定
の
有
効
期
間
)

第
六
条

認
定
は
､
樹
封
劇
痛
笥

剰
効



の
種
類
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
加
え
た
期
間
内
に
限
り
'
そ
の
効
力
を
有

す
る
｡

2

(略
)

(認
定
の
更
新
)

第
七
条

(略
)

2

(略
)

3

前
条
の
規
定
は
､
前
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
る
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡

慧

叫
碑
別
封

で
の
期
限
に
指
定
疾
病
の
穂
憩
に
応
じ
て
政
争
で
定
め
る
期
間
毎
加
え
た
期
間
内
i

と
あ
る
の
は
､

｢指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
期
間
内
｣
と
読
み
替

封

引
例
且
引
句
1

第
八
粂

(略
)

2

(略
)

3

第
六
条
の
規
定
は
､
前
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
る
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る

O
こ
の
場
合
に
お
い
て
'
同
条
第

1
項
中

｢習

叩
別

ま
で
の
期
間
に
指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
琴

で
定
め
る
期
間
劃
加
え
た
期
間
内

｣
と
あ
る
の
は
'

｢相
室

矧
川剣
矧
｢
現
に
規
定
す
る
有

期
間
の
満
了
日
の
翌
日
か
ら
政
令
で
定
め
る
期
間
内
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
｡

(療
養
手
当
の
支
給
)

第
十
六
条

(略
)

2

療
養
手
当
は
､
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
､
当
該
支
給
は
､
萄

別

の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
始
め
'
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
で

習

叫
引
｢
｢
内
に
限
り
､
そ
の
効
力
を
有
す
る
.

2

(略
)

(認
定
の
更
新
)

第
七
条

(略
)

2

(略
)

3

前
条
の
規
定
は
､
前
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
る
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡

第
八
粂

(略
)

2

(略
)

3

第
六
条
の
規
定
は
､
前
項
の
規
定
に
よ
り
更
新
さ
れ
る
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る

.
こ
の
場
合
に
お
い
て
'
同
条
第

1
項
中

｢政
令
で
定
め
る
期
間

(以
下

｢有
効
期

司

内
｣
と
あ
る
の
は
､

｢国

境
に
規
定
す
る
有
効
期
間
の

満
了
日
の
翌
日
か

ら
政
令
で
定
め
る
期
間
内
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
｡

(療
養
手
当
の
支
給
)

第
十
六
条

(略
)

2

療
養
手
当
は
､
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
､
当
該
支
給
は
､
可
吋
謝

雪

印
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
始
め
'
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日



終
わ
る
｡

3

(防
)

(未
支
給

の
医

療

費

等

)

第
十
八
条

(賂
)

2

･
3

(

略
)

4

第

一
項
の
医
療

費

等

の
支
給
の
請
求
は
､
第
五
条
第

一
項
の
決
定
の
申
請
が
さ
れ

た
後
は
'
当
該

決

定

前

で
あ

っ
て
も
､
す
る
こ
と
卵
で
き
る
｡

(葬
祭
料

の
支
給
)

第
十
九
条

(略
)

2

(略
)

3

前
条
第
E
l項
の
規
定
は
'
第

1
項
の
葬
祭
料
の
支
給

の
請
求に
つ
い
て
準
用
す
る
｡

(特
別
遺
族
弔
慰
金
等

の
支
給
)

第
二
十
条

刻
国

喝
仙川引

封

の
遺
族

(第
五
十
九
条
第

1
項
に
規
定
す
る
特
別
遺
族
給

付
金
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
｡
)
に
対
し
､
特
別
遺
族
弔
慰
金

及
び
特
別
葬
祭
料
を
支
給
す
る
｡

1

日
本
国
内
に
お
い
て
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
if
jj
り
指
定
疾
病
也
か
か
れ

}

~
宮

試
指
定
疾
病
に
起
田

し
て
施
行
日
前
に
死
亡
し
た
着

(以
下

｢施
行
前
死
亡
者

｣

と
い
う
｡
)

二

日

本
国
内
に
お
い
て
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に

よ
り
指
定
疾
病
に
か
か
り
､
当

試

指
定
疾
病
に
関
し
認
定

の
申
請
を
し
な
い
で
当
該
,指
定
疾
病
に
起
因
し
て
施
行

の
属
す
る
月
で
終
わ
る
｡

3

(略
)

(未
支
給
の
医
療
費
等
)

第
十
八
条

(略
)

2
･
3

(略
)

(新
設
)

(葬
祭
料
の
支
給
)

第
十
九
条

(略
)

2

(略
)

(新
設
)

(特
別
遺
族
弔
慰
金
等
の
支
給
)

第
二
十
条

日
本
国
内
に
お
い
て
石
綿
を
攻
入
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
に

か
か
り

･
当

ナ

困
し
丁

目

'

亡
し
た

亡

〕~
司

.の
遺
族

(第
五
十
九
条
第

1
項

に規定
す
る
特
別
遺
族
給
付
金
の
支

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
｡
)
に
対
し
'
特
別
遺
族
弔
慰
金
及
び
特
別

葬
祭
料
を
支
給
す
る
｡



日
以
後
に
死
亡
し
た
者

(以
下

｢未
申
請
死
亡
者
｣
と
い
う
｡
)

2

･
3

(略
)

(特
別
遺
族
弔
慰
金
等
の
支
給
を
受
け
る
/AJと
が
で
き
る
遺
族
の
範
囲
及
び
順
位
)

第
二
十

!
条

前
条
第

1
項
の
特
別
遺
族
弔
慰
金
及
び
特
別
葬
祭
料

(以
下

｢特
別
遺

族
弔
慰
金
等
｣
と
い
･h
o
)
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
は
､
施
行
前

亡
者
刃
蛾
封
刺
繍
殉
d
封
の
配
偶
者
､
子
'
父
母
'
孫
､
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で

あ
っ
て
､
施
行
前
死
亡
者
刃
間
司
判
司
岡
山ヨ
刊
の
死
亡
の
当
時
施
行
前
死
亡
者
刃
拙

封
利
親
殉
廿
封
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
も
の
と
す
る
｡

2

(略
)

(特
別
遺
族
弔
慰
金
等
に
係
る
認
定
等
)

第
二
十
二
条

(略
)

2

前
項
の
特
別
遺
族
弔
慰
金
等
の
支
給
の
請
求
は
､
笥

1

可
樹
施
行
日
か
ら
山川表

側

叫
殉
廿
内
樹
か
引
剖
封
を
経
過
し
た
と
き
は
､
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
.

､

(救
済
給
付
調
整
金
の
支
給
)

第
二
十
三
条

被
認
定
者
射
剖
謝
認
定
に
係
る
指
定
疾
病
に
起
因
し
て
死
亡
し
た
場
合

に
お
い
て
､
当
該
指
定
疾
病
に
関
し
支
給
さ
れ
た
医
療
費
及
び
療
養
手
当
の
合
計
額

が
特
別
遺
族
弔
慰
金
の
額
に
満
た
な
い
と
き
は
､
当
該
死
亡
し
た
者
の
遺
族
に
対
し

､
特
別
遺
族
弔
慰
金
の
額
か
ら
当
該
合
計
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
戟

済
給
付
調
整
金
と
し
て
支
給
す
る
｡

2

･
(略
)

2
･
3

(略
)

(特
別
遺
族
弔
慰
金
等
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
範
囲
及
び
順
位
)

第
二
十

一
条

前
条
第

一
項
の
特
別
遺
族
弔
慰
金
及
び
特
別
葬
祭
料

(以
下

｢特
別
遺

族
弔
慰
金
等
｣
と
い
う
｡
)
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
は
､
施
行
前
死

亡
者
の
配
偶
者
'
子
'
父
母
､
孫
'
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
､
施
行
前
死

亡
者
の
死
亡
の
当
時
施
行
前
死
亡
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
も
の
と
す
る
｡

2
.

(略
)

(特
別
遺
族
弔
慰
金
等
に
係
る
認
定
等
)

第
二
十
二
条

(略
)

2

前
項
の
特
別
遺
族
弔
慰
金
等
の
支
給
の
請
求
は
､
施
行
日
か
ら
TrTF
を
経
過
し
た

と
き
は
､
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

(救
済
給
付
調
整
金
の
支
給
)

第
二
十
三
条

被
認
定
者
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
第
E
]条
第

1
項
の
認
定
に
係
る
指
定

疾
病
に
か
か
っ
た
も
の
が
当
該
指
定
疾
病
に
起
因
し
て
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
二
年

副
付
出
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
､
当
該
指
定
疾
病
に
関
し
支
給
さ
れ
た
医
療
費
及

び
療
養
手
当
の
合
計
額
が
特
別
遺
族
弔
慰
金
の
額
に
満
た
な
い
と
き
は
､
当
該
死
亡

し
た
者
の
遺
族
に
対
し
､
特
別
遺
族
弔
慰
金
の
額
か
ら
当
該
合
計
額
を
控
除
し
た
額

に
相
当
す
る
金
額
を
救
済
給
付
調
整
金
と
し
て
支
給
す
る
｡

2

(略
)



3

第
十
八
条
第
四
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
救
済
給
付
調
整
金
の
支
給
の

請
求
に
つ
い
て
､
第
二
十

一
条
の
規
定
は
救
済
給
付
調
整
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
遺
族
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡

(特
別
遺
族
給
付
金
)

第
五
十
九
条

1
-
4

(略
)

5

特
別
遺
族
年
金
又
は
特
別
遺
族

1
時
金
の
支
給
の
請
求
は
､
施
行
日
か
ら
対
句
を

経
過
し
た
と
き

(第
六
十

一
条
第

l
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
特
別
遺
族
年

金
に
あ
っ
て
は
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
先
順
位
の
遺
族
の
権
利
が

消
滅
し
た
時
か
ら
'
第
六
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
特
別
遺
族

一
時

金
に
あ
っ
て
は
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
権
利
が
消
滅
し
た
時

か
ら
､
山川画
を
経
過
し
た
と
き
)
は
､
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

(特
別
遺
族
年
金
の
受
給
者
の
範
囲
等
)

第
六
十
条

特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
は
､
死
亡
労
働
者
等
の
配

偶
者
､
子
､
父
母
､
孫
､
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
､
次
の
各
号
に
掲
げ
る

要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
｡

一
二

一

(略
)

三

死
亡
労
働
者
等
笥

矧
萄
別
当
H
司
引

o
)
以
前
に
死
亡
し
た
昔
で
あ
TO
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
死
亡
の
時
カ
ら
施
.It=
日

ま
で
の
間
に
お
い
て
'
死
亡
労
働
者
等
が
特
定
日
の
翌
日
か
ら
石
綿
に
よ
る
健
康

被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(平
成
二
十
年
法
律
第

号
｡
以
下

｢改
正
法
｣
と
い
う
｡
)
の
施
行
の
目
の
前
目
の
玉
年
前
の
日
ま

で
に
死
亡
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
死
亡
の
時
か
ら
改
正
法
の
施
行

3

矧
¶
利
剣
封
コ
項

の
規
定
は
救
済
給
付
調
整
金
の
支
給
の
請
求
に
つ
い
て
'
第
二

十

1
条
の
規
定
は
救
済
給
付
詞
整
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
に
つ
い

て
準
用
す
る
｡

(特
別
遺
族
給
付
金
)

第
五
十
九
条

1
-
4

(略
)

5

特
別
遺
族
年
金
又
は
特
別
遺
族

一
時
金
の
支
給
の
請
求
は
､
施
行
日
か
ら
TTTg

経
過
し
た
と
き

(第
六
十

1
条
第

f
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
特
別
遺
族
年

金
に
あ
っ
て
は
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
先
順
位
の
遺
族
の
権
利
が

消
滅
し
た
時
か
ら
､
第
六
十
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
特
別
遺
族

一
時

金
に
あ
っ
て
は
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
の
権
利
が
消
滅
し
た
時

か
ら
､
司
司
を
経
過
し
た
と
き
)
は
'
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

(特
別
遺
族
年
金
の
受
給
者
の
範
囲
等
)

第
六
十
条

特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
は
､
死
亡
労
働
者
等
の
配

偶
者
､
子
､
父
母
'
孫
､
祖
父
母
及
び
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
､
次
の
各
号
に
掲
げ
る

要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
す
る
｡

一
二

一

(略
)

三

死
亡
労
働
者
等
叫
殉
廿
盟

川
別
ま
で
の
間
に
お
い
て
'
次
の
イ
か
ら

ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
C



の
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
､
死
亡
労
働
者
等
が
改
正
法
の
施
行
の
目
の
玉
年
前
の

剖

剖
矧

d
川
叫
州
｣
叫
別
封

で
に
死
亡
し
た
昔
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
死
亡

叫
岡
引
別
封
弔
劃
矧
惑
い
判

別
ま
で
の
間
に
お
い
て
'
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い

ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
こ
と
O

イ
～
ホ

(略
)

2

･
3

(略
)

(特
別
遺
族

一
時
金
)

第

六

十
二
条

特
別
遺
族

一
時
金

は

､
次
の
場
合
に
支
給
す
る
｡

1

死
亡
労
働
者
等
が
特
定
日
以
前
に
死
亡
し
た
昔
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
施
行

訓
d
封
.川
.叫U
J~
矧
亡~

労~
耐
昔
等
が
特
定
日
の
翌
日
か
ら
改
正
法
の
施
行
の
目
の
前

目
の
玉
年
前
の
日
ま
で
に
死
亡
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
改
正
法
の
楓

の
目
に
お
い

て
､
死
亡
労
働
者
等
が
改
正
法
の
施
行
の
日
の
五
年
前
の
日
か
ら
施

行
目
の
前
日
ま
で
に
死
亡
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
死
亡
の
時
か
ら

丑
画
封
組
習

甲
叫
竹
UJl
特
別
遺
族
年
金
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
遺
族

が
な
い
と
き
｡

二

(略
)

.覇

｢剥
到
笥
｢

第
七
十
九
条
の
二

国
は
'
国
民
に
対
し
石
綿
に
よ
る
健

康

被

害

の
救
済
に
必
要
な
博

樹
引
}¶
判
別
.〔
1

謝
㊥
刈
山
蕗
供
す
さ
た
め
､
石
綿
を
使
用

し

て

い
た
事
業
所
の
調
査

習

可
叫
矧
謝
村
矧
¶
引
酬
勢

叫
鳳

知

(次
項
に
お
い
て

｢事
業
所
の
調
査
等
｣
と
い

う

O

)

を
徹
底
す
る
も
の
と

す
る

2

関
係
行
政
検
閲
の
長
は
､
事
業
所
の
調
査
等
に
当
た
っ

て
は

､
相
互
に
密
接
な
連

イ
～
ホ

(略
)

2

･
3

(略
)

(特
別
遺
族

一
時
金
)

第
六
十
二
条

特
別
遺
族

一
時
金
は
､
次
の
場
合
に
支
給
す
る
｡

1

習

仙川
可
特
別
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
遺
族
が
な
い
と
き
｡



携
を
図
り
な
が
ら
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O



石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
莱

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

(平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

目
次
中

｢第
八
十
条
｣
を

｢第
七
十
九
条
の
二
｣
に
改
め
る
｡

第
二
条
琴

頑

中

｢
の
五
年
前
の
日
｣
を
削
る
0

第
四
条
第
二
項
中

｢第
十
七
条
ま
で
｣
の
下
に

｢及
び
第
二
十
条
第

一
項
第
二
号
｣
を
加
え
'
同
条
第
四
項
中

｢そ
の
申
請

の
あ

っ
た
日
｣
を

｢当
該
認
定
に
係
る
指
定
疾
病
の
療
養
を
開
始
し
た
日

(そ
の
日
が
当
該
認
定
の
申
請
の
あ
っ
た
日
の
三
年

前
の
目
前
で
あ
る
場
合
に
は
'
当
該
申
請
の
あ
っ
た
日
の
三
年
前
の
日
｡
以
下

｢基
準
日
｣
と
い
う
｡
)
｣
に
改
め
る
｡

第
五
条
第
三
項
中

｢認
定
の
申
請
を
し
た
日
｣
を

｢基
準
日
｣
に
改
め
る
｡

第
六
条
第

一
項
中

｢指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
期
間

(以
下

｢有
効
期
間
｣
と
い
う
｡
)
｣
を

｢基
準
日

か
ら
申
請
の
あ
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
加
え
た
期
間
｣
に
改
め
る
｡

第
七
条
第
三
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
｡

こ
の
場
合
に
お
い
て
､
同
条
第

一
項
中

｢基
準
日
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
指
定
疾
病
の
種
類
に
応

じ
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
加
え
た
期
間
内
｣
と
あ
る
の
は
､

｢指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
期
間
内
｣
と

;



二

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
｡

第
八
条
第
三
項
中

｢政
令
で
定
め
る
期
間

(以
下

｢有
効
期
間
｣
と
い
う
｡
)
｣
を

｢基
準
日
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
日
の
前

日
ま
で
の
期
間
に
指
定
疾
病
の
種
類
に
応
じ
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
加
え
た
期
間
｣
に
'

｢第
八
条
第

7
項
｣
を

｢指
定
疾

病
の
種
類
に
応
じ
て
第
八
条
第

一
項
｣
に
改
め
る
｡

第
十
六
条
第
二
項
中

｢そ
の
請
求
が
あ
っ
た
日
｣
を

｢基
準
日
｣
に
改
め
る
｡

第
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
｡

4

第

1
項
の
医
療
費
等
の
支
給
の
請
求
は
､
第
五
条
第

t
項
の
決
定
の
申
請
が
さ
れ
た
後
は
､
掌
該
決
定
前
で
あ
っ
て
も
'

す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

第
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
｡

3

前
条
第
四
項
の
規
定
は
､
第

t
項
の
葬
祭
料
の
支
給
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡

第
二
十
条
第

一
項
中

｢日
本
国
内
に
お
い
て
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
に
か
か
り
､
当
該
指
定
疾
病
に
起
因

し
て
施
行
日
前
に
死
亡
し
た
者

(以
下

｢施
行
前
死
亡
者
｣
と
い
う
｡
)
｣
を

｢次
に
掲
げ
る
者
｣
に
改
め
､
同
項
に
次
の
各

号
を
加
え
る
｡



一

日
本
国
内
に
お
い
て
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
に
か
か
り
､
当
該
指
定
疾
病
に
起
因
し
て
施
行
日
前
に

死
亡
し
た
者

(以
下

｢施
行
前
死
亡
者
｣
と
い
う
｡
)

二

日
本
国
内
に
お
い
て
石
綿
を
吸
入
す
る
こ
と
に
よ
り
指
定
疾
病
に
か
か
り
､
当
該
指
定
疾
病
に
関
し
認
定
の
申
請
を
し

な
い
で
当
該
指
定
疾
病
に
起
因
し
て
施
行
日
以
後
に
死
亡
し
た
者

(以
下

｢未
申
請
死
亡
者
｣
と
い
う
｡
)

第
二
十

一
条
第

一
項
中

｢施
行
前
死
亡
者
｣
の
下
に

｢又
は
未
申
請
死
亡
者
｣
を
加
え
る
｡

第
二
十
二
条
第
二
項
中

｢請
求
は
､
｣
の
下
に

｢施
行
前
死
亡
者
の
遺
族
に
あ
っ
て
は
｣
を
加
え
､

｢三
年
｣
を

｢六
年
､

未
申
請
死
亡
者
の
遺
族
に
あ
っ
て
は
当
該
未
申
請
死
亡
者
の
死
亡
の
時
か
ら
五
年
｣
に
改
め
る
｡

第
二
十
三
条
第

1
項
中

｢で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
第
四
条
第

l
項
の
｣
を

｢が
当
該
｣
に
改
め
､

｢に
か
か
っ
た
も
の
が
当

該
指
定
疾
病
｣
及
び

｢施
行
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
以
内
に
｣
を
削
り
､
同
条
第
三
項
中

｢第
十
九
条
第
二
項
｣
を

｢第
十
八

条
第
四
項
及
び
第
十
九
条
第
二
項
｣
に
改
め
る
｡

第
五
十
九
条
第
五
項
中

｢三
年
｣
を

｢六
年
｣
に
改
め
る
O

第
六
十
条
第

1
項
第
三
号
中

｢
の
死
亡
の
時
か
ら
施
行
日
｣
を

｢が
施
行
日
の
前
日
の
五
年
前
の
日

(以
下

｢特
定
日
｣
と

い
う
｡
)
以
前
に
死
亡
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
死
亡
の
時
か
ら
施
行
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
､
死
亡
労
働
者
等

三



四

が
特
定
日
の
翌
日
か
ら
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
の
f
部
を
改
正
す
る
法
律

(平
成
二
十
年
法
律
第

号
｡
以
下

｢改
正
法
｣
と
い
う
｡
)
の
施
行
の
目
の
前
目
の
玉
年
前
の
日
ま
で
に
死
亡
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
死
亡
の
時
か
ら
改
正
法
の
施
行
の
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
､
死
亡
労
働
者
等
が
改
正
法
の
施
行
の
目
の
玉
年
前
の
日
か
ら
施

行
日
の
前
日
ま
で
に
死
亡
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
死
亡
の
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
日
｣
に
改
め
る
｡

第
六
十
二
条
第

一
号
中

｢施
行
日
に
お
い
て
｣
を

｢死
亡
労
働
者
等
が
特
定
日
以
前
に
死
亡
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
施
行
日
に
お
い
て
､
死
亡
労
働
者
等
が
特
定
日
の
翌
日
か
ら
改
正
法
の
施
行
の
日
の
前
日
の
五
年
前
の
日
ま
で
に
死
亡
し
た

者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
改
正
法
の
施
行
の
日
に
お
い
て
､
死
亡
労
働
者
等
が
改
正
法
の
施
行
の
日
の
五
年
前
の
日
か
ら
施

行
日
の
前
日
ま
で
に
死
亡
し
た
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
死
亡
の
時
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
'
｣
に
改
め

る
｡第

五
華
中
第
八
十
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
｡

(事
業
所
の
調
査
等
)

第
七
十
九
条
の
t
l

国
は
､
国
民
に
対
し
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
必
要
な
情
報
を
十
分
か
つ
速
や
か
に
提
供
す
る
た

め
､
石
綿
を
使
用
し
て
い
た
事
業
所
の
調
査
及
び
そ
の
結
果
の
公
表
並
び
に
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
制
度



の
周
知

(次
項
に
お
い
て

｢事
業
所
の
調
査
等
｣
と
い
う
｡
)
を
徹
底
す
る
も
の
と
す
る
｡

2

関
係
行
政
機
関
の
長
は
､
事
業
所
の
調
査
等
に
当
た
っ
て
は
'
相
互
に
密
接
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡

附

則

(施
行
期
日
)

第

一
条

こ
の
法
律
は
､
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(経
過
措
置
)

第
二
条

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

(以
下

｢新
法
｣
と
い
う
｡
)
第
四
条

第
四
項
､
第
五
条
第
三
項
､
第
六
条
第

i
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
'
こ
の
法
律
の
施
行
の
日

(以
下

｢施
行
日
｣

と
い
う
｡
)
前
に
さ
れ
た
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第

一
項
の
認
定
､
同
法
第
五
条
第

一
項
の

決
定
及
び
こ
れ
ら
に
係
る
同
法
第
三
条
の
救
済
給
付
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
｡

2

施
行
日
前
に
死
亡
し
た
新
法
第
二
十
条
第

一
項
第
二
号
の
未
申
請
死
亡
者
に
係
る
新
法
第
二
十
二
条
第

一
項
の
特
別
遺
族

弔
慰
金
等
の
支
給
の
請
求
に
関
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
､
同
項
中

｢当
該
未
申
請
死
亡
者
の
死
亡
の

五



六

時
｣
と
あ
る
の
は
､

｢石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
の
f
部
を
改
正
す
る
法
律

(平
成
二
十
年
法
律
第

号
)
の
施
行
の
日
｣
と
す
る
｡

3

新
法
第
二
十
三
条
の
規
定
は
､
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
三
項
の
被
認
定
者
が
平
成
二
十

年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
死
亡
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
､
新
法

第
二
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
十
九
条
第
二
項
中

｢被
認
定
者
が
死
亡
し
た
時
｣
と
あ
る
の
は
､

｢石
綿

に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
の
1
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
｣
と
す
る
.

第
三
条

施
行
日
前
に
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
二
十
三
条
第

7
項
の
救
済
給
付
調
整
金
が
支
給
さ
れ

た
場
合
に
は
､
当
該
救
済
給
付
調
整
金
に
係
る
指
定
疾
病
に
関
し
支
給
す
べ
き
同
法
第
四
条
第

一
項
の
医
療
費
で
ま
だ
支
給

さ
れ
て
い
な
い
も
の
及
び
同
法
第
十
六
条
第

丁
項
の
療
養
手
当
で
ま
だ
支
給
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
合
計
額
が
当
該
救
済
給

付
調
整
金
の
額
を
超
え
る
と
き
に
限
り
､
当
該
医
療
費
及
び
当
該
療
養
手
当
を
支
給
す
る
｡
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
'
当
該

医
療
費
の
額
又
は
当
該
療
養
手
当
の
額
か
ら
当
該
救
済
給
付
調
整
金
の
額
を
控
除
す
る
も
の
と
す
る
0

第
E
]条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
､
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
､
政
令
で
定
め
る
｡



理

由

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
を
受
け
た
者
及
び
そ
の
遺
族
に
対
す
る
救
済
の
充
実
を
図
る
た
め
'
医
療
費
等
の
支
給
対
象
期
間
の

拡
大
､
認
定
の
申
請
を
行
う
こ
と
な
く
死
亡
し
た
者
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
遺
族
弔
慰
金
等
の
支
給
'
特
別
遺
族
弔
慰
金
及
び

特
別
遺
族
給
付
金
の
請
求
期
限
の
延
長
､
特
別
遺
族
給
付
金
の
支
給
対
象
の
拡
大
等
を
行
う
必
要
が
あ
る
｡
こ
れ
が
､
こ
の
法

律
案
を
提
出
す
か
理
由
で
あ
る
｡

七



>



本
案
施
行
に
要
す
る
経
費

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
､
平
年
度
約
六
十
四
億
円
の
見
込
み
で
あ
る
｡

九



石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律案の概要

3.特別遺族 弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限の延長




